
N O 4 4  発行／平成 2 6 年 7 月 2 2 日  井手町社会福祉協議会 

 

●日 時 平成 26 年 9 月 5日(金)10:00～11:45 

●会 場 老人福祉センター玉泉苑 

●内 容 親子エクササイズなど 

●講 師 健康運動指導士（ワークアウト２１代表）松本行紀氏 

●対 象 井手町在住就園前の乳幼児とその保護者 

●参加費 無料 

●申込先 井手町社会福祉協議会 TEL0774-82-3499   

●申込期間 ７月２２日（火）～８月２８日（木） 

 

●日  時 平成 26 年 11 月 14日（金）9:00～16:00 

●行 き 先 神戸アンパンマンこどもミュージアム＆モール 

●対  象 就園前の乳幼児(1歳半以上)とその保護者(1名) 

●定  員 親子 20組 

●参 加 費 大人 500円、小人 500円 

＊昼食代は別途自費負担となります。 

●申 込 先 井手町社協 TEL82-3499 

●申込期間 10月末 ＊ただし、定員に達し次第締切らせていただきます。 

●行  程 

 

９：００ 玉水駅前 集合・出発 

９：０５ 山城多賀駅前 集合・出発 

１０：３０ 神戸アンパンマンミュージアム 到着 

        フリータイム・各自昼食 

１３：３０ 帰路 

15:30～16:00 井手町到着・解散 

井手町社会福祉協議会では、在宅で寝たきりの方や障がいを

お持ちの方の福祉の増進を目的として毎年お見舞金を給付して

います。 

 

申請期間：平成 2６年 8 月 1 日〜8 月 31 日 8 時 30 分〜17 時 

          ただし 土曜日、日祝日は除きます。 

申 請 先：井手町社会福祉協議会（老人福祉センター 玉泉苑内） 

     住所▸綴喜郡井手町井手東前田 23 番地 電話 82-3499 

持 ち 物：印鑑、公的証明書（手帳など） 

対  象：平成 26 年 8 月 1 日現在で町内に住所を有し、在宅で 

下記のいずれかに該当される方 

◇要介護 4・5 の認定を受けている方で、 

6 ヶ月以上寝たきりの方、もしくは認知症の方 

     ◇身体障害者福祉手帳 1 級・2 級の方 

     ◇療育手帳 A 判定の方 

     ◇精神障害者保健福祉手帳 1 級の方 

       ただし いずれの項目に対しましても入院、入所等 

されている方は対象とはなりません。 

 

✿対象となられる方は、申請期間内に井手町社会福祉協議会へ 

申請して下さい。（代理の方でも可能ですが、上記持ち物を必ず 

ご持参ください。※コピー不可） 

 

✿昨年度までに申請がお済の方はもう一度申請をしていただく 

必要はありませんが、昨年の 10 月以降、「入院・入所している」、 

介護保険等の「区分変更があった」などの変更がございましたら 

必ずお知らせください。 

  ご質問等ございましたら井手町社会福祉協議会まで 

   お問合せ下さい。   電話 0774-82-3499 

井手町で子育て中の

皆さん！親子で楽しい

イベントに参加しませ

んか？たくさんのお友

達とサロンやバス遠足

を楽しみましょう♪ 

アンパンマンの世界

が広がるミュージア

ムでは、体を動かして

楽しむことのできる

遊具やジオラマがあ

ります。 


